
　

湯
浅
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
便
利
な
納
付
方
法
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

国
税
の
納
付
は
、
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
、
ス
マ
ホ
や
パ
ソ
コ

ン
等
に
よ
るe-Tax
申
告
と
連
動
し
た
ダ
イ

レ
ク
ト
納
付
や
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
納
付
な
ど
、
金

融
機
関
や
税
務
署
等
の
窓
口
に
行
く
必
要
が

な
い
、
非
対
面
の
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
」

の
ご
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
令
和
６
年
分
確
定
申
告
会
場

日
程　

２
月
17
日
（
月
）
～
３
月
17
日
（
月
）

　
（
土
日
祝
を
除
く
）
※
受
付
は
16
時
ま
で

※
会
場
の
混
雑
状
況
に
よ
っ
て
は
、
16
時
以
前

に
受
付
を
終
了
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
ス
マ
ホ

に
よ
る
申
告
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

土
地
等
譲
渡
所
得
及
び
贈
与
税
の
相
談
は
、

２
月
17
日
（
月
）、
18
日
（
火
）、
20
日
（
木
）、

25
日
（
火
）、
27
日
（
木
）、
３
月
４
日
（
火
）、

６
日
（
木
）、
10
日
（
月
）、
11
日
（
火
）、
13

日
（
木
）、
17
日
（
月
）
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
　
湯
浅
税
務
署　

℡
63-

５
３
５
１　
　

　
令
和
６
年
度
非
課
税
世
帯
に
１
世
帯
あ
た
り

　
　
３
万
円
、
こ
ど
も
加
算
２
万
円
支
給
し
ま
す 　

令
和
６
年
12
月
13
日
（
基
準
日
）
時
点
で
有

田
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
世
帯
全
員
の
令
和
６

年
度
住
民
税
が
非
課
税
で
あ
る
世
帯
が
対
象
で

す
。
対
象
世
帯
に
18
歳
以
下
（
平
成
18
年
４
月

２
日
以
降
生
ま
れ
）
の
児
童
が
い
る
場
合
、
児
童

１
人
あ
た
り
２
万
円
を
世
帯
主
に
支
給
し
ま
す
。

※
住
民
税
課
税
者
に
扶
養
さ
れ
た
者
の
み
で

構
成
さ
れ
た
世
帯
は
対
象
外
で
す
。

　

対
象
世
帯
に
は
、
２
月
中
旬
に
「
支
給
決

定
通
知
書
」ま
た
は「
確
認
書
」も
し
く
は「
申

請
書
」
を
郵
送
し
ま
す
。

　

確
認
書
ま
た
は
申
請
書
が
届
い
た
場
合
、

提
出
手
続
き
が
必
要
で
す
。
支
給
決
定
通
知

書
の
場
合
、
手
続
き
は
不
要
で
す
。

申
請
期
間　

５
月
31
日
（
土
）
ま
で

　
　
　
　
　

当
日
消
印
有
効

※
申
請
後
、
７
月
31
日
（
木
）
ま
で
に
誕
生

し
た
こ
ど
も
に
つ
い
て
、
こ
ど
も
加
算
給　

付
金
の
追
加
申
請
が
可
能
で
す
。 

申
・
問
　
福
祉
課　

 

℡
22-

３
５
４
１

　
コ
コ
ロ
つ
な
ぐ
人
権
動
画
上
映
会
・
授
賞
式 

　

市
民
の
皆
様
か
ら
募
集
し
た
コ
コ
ロ
つ
な

ぐ
人
権
動
画
の
最
優
秀
作
品
と
優
秀
作
品
の

上
映
、
受
賞
者
の
表
彰
を
行
い
ま
す
。

入
場
無
料　

日
時　

２
月
18
日
（
火
）

　
　
　

16
時
～

場
所　

文
化
福
祉
セ
ン
タ
ー　

大
会
議
室

内
容　

最
優
秀
作
品
と
優
秀
作
品
の
上
映

　

受
賞
者
の
表
彰

問
　
市
民
課　

℡
22-

３
５
５
８

教　

室

　

足
！
腰
！
軽
々
動
け
る
エ
ク
サ
サ
イ
ズ

日
時　

２
月
25
日
（
火
）
19
時
30
分
～
21
時

講
師　

新に
っ

田た 

佐さ

津つ

紀き 

氏

場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

持
ち
物　

タ
オ
ル
、
飲
み
物
、

　

お
持
ち
の
方
は
ヨ
ガ
マ
ッ
ト

対
象　

18
～
74
歳
の
市
民
の
方

定
員　

20
名
（
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
）

申
込
期
間　

２
月
12
日
（
水
）
～
19
日
（
水
）

申
・
問
　
保
健
セ
ン
タ
ー　

℡
82-

３
２
２
３

イ
ベ
ン
ト

　
Ｂ
Ｉ
Ｇ 

Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｌ
Ｅ 

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｋ
イ
ベ
ン
ト

　
　
　
　
　
健
康
遊
具
体
験
・
施
設
案
内
会

日
時　

３
月
19
日
（
水
）
９
時
30
分
～
12
時

場
所　

Ｂ
Ｉ
Ｇ　

Ｓ
Ｍ
Ｉ
Ｌ
Ｅ　

Ｐ
Ａ
Ｒ
Ｋ

持
ち
物　

タ
オ
ル
、
飲
み
物
、

　

杖
（
使
用
し
て
い
る
方
の
み
）

申
込
期
間　

２
月
３
日
（
月
）
～
21
日
（
金
）

対
象　

65
歳
以
上
の
市
民
の
方

定
員　

30
名
（
定
員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
）

申
・
問
　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

℡
22-

３
５
４
０

募　

集

　

自
衛
官
候
補
生
募
集

募
集
種
目　

自
衛
官
候
補
生
、

　

予
備
自
衛
官
補（
一般・技
能
）、

　

自
衛
隊
医
科
・
歯
科
幹
部

※
他
社
と
の
併
願
可
能
。
各
種
無
料
相
談
会

も
実
施
中
。

※
受
験
資
格
・
受
付
期
間
な
ど
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
防
衛
省
自
衛
隊
和
歌
山
地
方
協
力
本
部

　

有
田
募
集
案
内
所　

℡
82-

６
６
３
１

　
め
ざ
せ
‼
海
上
保
安
官　
採
用
試
験
日
程

■
海
上
保
安
学
校

受
付　

２
月
20
日
（
木
）
～
３
月
13
日
（
木
）

■
海
上
保
安
大
学
校
・
初
任
科

受
付　

２
月
20
日
（
木
）
～
３
月
24
日
（
月
）

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
・
問
　
海
南
海
上
保
安
署

　
　
　
　
　

℡
０
７
３-

４
９
２-
０
１
３
４

広告 広告

     Hospital Topics  ～有田市立病院～

■『
特
定
行
為
看
護
師
』を
ご
存
知
で
す
か
？

Ｑ 

看
護
師
が
行
う
『
特
定
行
為
』
と
は
？

Ａ 

高
度
な
知
識
と
技
術
を
研
修
機
関
で
学

び
、修
了
認
定
を
受
け
た
看
護
師
だ
け
が
、

医
師
の
指
示
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
手

順
書
を
も
と
に
行
え
る
医
療
行
為
で
す
。

※
市
立
病
院
で
は
、

　

特
定
行
為
看
護
師
が
活
躍
し
て
い
ま
す
！

　

当
院
で
は
こ
れ
ま
で
、
12

名
の
修
了
生
を
輩
出
し
、
現

在
は
８
名
が
在
宅
や
病
棟
で

活
躍
し
て
い
ま
す
。

　

特
定
行
為
研
修
修
了
看
護

師
は
、
質
の
高
い
安
全
な
医

療
・
看
護
の
提
供
と
、
チ
ー
ム

医
療
の
さ
ら
な
る
推
進
、
医

師
の
負
担
軽
減
を
め
ざ
す
と
と
も
に
患
者
様

へ
の
ケ
ア
の
質
の
向
上
を
め
ざ
し
活
動
し
て

い
ま
す
。

■
受
診
の
際
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

　

ご
利
用
く
だ
さ
い
！

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
保
険
証
利
用
に

は
、
事
前
の
利
用
登
録
が
必
要
で
す
。

　

当
院
に
設
置
し
て
い
る
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー

で
保
険
証
利
用
登
録
が
可
能
で
す
の
で
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
患
者
様

は
、
受
診
時
に
受
付
職
員
に
お
声
が
け
く
だ

さ
い
。

問
　
市
立
病
院　

℡
82-

２
１
５
１

友だち追加
お願いします！

令和７年春季全国火災予防運動 

『 守りたい　未来があるから　火の用心 』
３月１日（土）～７日（金）

幼年消防クラブ員による防火パレードを実施します !
・ぶっとく幼稚園 3/3（月）アヲ鮮魚店東側～箕島本町商店街周辺
・宮崎町保育所 3/4（火）宮崎町保育所～宮崎公民館周辺
・宮原保育所 3/5（水）宮原保育所～宮原公民館周辺
・初島幼稚園 3/6（木）初島公民館～初島幼稚園周辺

□■□■住宅用火災警報器を設置しましょう■□■□
消防法により、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置
が義務付けされています。

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
( ３つの習慣 ・ ４つの対策 )

３つの習慣
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

４つの対策
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
②寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品

を使用する。
③火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力

体制をつくる。

■市民法律相談　※予約制
日時　2/18（火）･3/18（火）
　　　13 時～ 16 時 20 分
場所　市役所２階会議室
　　※弁護士は月替わり
問　市民課　℡ 22-3561
■行政相談・人権相談
日時　2/13（木）･3/13（木）
　　　13 時 30 分～ 16 時
場所　市民会館　楽屋 A・B
総務大臣から委嘱された２名
の相談委員が行政相談を、ま
た、下記の人権擁護委員が人
権相談を担当します。

（２月）下
しも

田
だ

喜
き

久
く

惠
え

・髙
たか

垣
がき

明
あき

子
こ

（３月）古
ふる

川
かわ

眞
ま

澄
すみ

・濵
はま

部
べ

忠
ただ

男
お

問　市民課　℡ 22-3561

■教育相談
日時　平日９時～
場所・問　
教育委員会　℡ 22-3758
■青少年相談
日時　平日８時 30 分～
場所・問　青少年センター
℡ 0120-783-782　
℡ 82-3591
■家庭児童相談
日時　月～木曜
　　　９時～ 16 時
場所・問
家庭児童青少年相談室
℡ 82-3711
■社会保険労務士による
　年金相談
日時　3/6（木）
　　　10 時～ 15 時
場所　市役所２階会議室
問  和歌山西年金事務所
　　お客様相談室
　　℡  073-447-1660

無料そうだん

⑨ ARIDA　2025.2 ARIDA　2025.2 ⑧


